
「責任開始日」以後に起こった
トラブルですか？

「責任開始日」とは保険の補償開始日
です。保険証券に記載されています。

はい

いいえ

責任開始日から３か月経過後に
起こったトラブルですか？

いいえ

責任開始日から３か月間は「待機期間」
のため、この期間に発生したトラブルは
保険金お支払いの対象となりません。

はい

被保険者本人が直面した
トラブルですか？

いいえ

保険金お支払いの
対象外です

交通事故や急激かつ偶然な外来の
事故（特定偶発事故）によってケガ
をしたり、物が壊れたために起こっ
たトラブルですか？

「特定偶発事故」の詳細は、普通保険
約款または重要事項説明書をご覧くだ
さい。

いいえ

はい

未成年の子のトラブルで被保険者が
管理監督義務者にあたりますか？

いいえ

トラブルの当事者が被保険者本人でない
場合は、保険金お支払いの対象となりま
せん。はい はい

保険金お支払いの
対象外です

保険金お支払いの
対象外です

補償対象となる可能性があります。 「保険ご利用相談ダイヤル（0120-783-308）」へご連絡ください。

リスク取引、相続、離婚、親子間・
親族間に係るトラブルですか？

責任開始後１年以内に起こった
トラブルですか？

相続については、被相続人の死亡
日が責任開始日から1年以内です
か？

特定トラブルに該当するため、特定原因
不担保期間中（責任開始後１年間）に発
生したトラブルは保険金お支払いの対象
となりません。

はい
保険金お支払いの
対象外です

いいえ いいえ

「リスク取引」とは金銭消費貸借、
金融商品取引をいいます。

「被保険者」とはこの保険の
補償を受ける人を指します。

はい

（注）このフローチャートは、保険金のお支払いを確約するものではございません。

弁護士保険ミカタ（個人・個人事業） 保険金ご請求にあたっての事前確認フローチャート

さらに詳しくお支払い条件をお知りになりたい方は、代表的な事例でご説明している一覧表をご覧ください。

代表的な事例

https://mikata-ins.co.jp/pdf/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%96%99%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%96%AD%EF%BC%88%E5%80%8B%E4%BA%BA%EF%BC%89.pdf
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